
へ
ー

ゲ

ル

の

コ

ル

ポ

ラ

ツ

ィ

オ

ー

ン

論

1

市
民
社
会

の
団
体
主
義
的
変
革

に
向
け
た

へ
ー
ゲ
ル
の
試

み
早

瀬

明

近

代

に
於
け

る

ホ

モ

・
エ

コ
ノ
ミ

ク
ス

の
登

場
ー

ア
ダ

ム

・
ス

ミ
ス
に
依
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
に
齎
さ
れ
た
此
の
歴
史
認
識
こ
そ
は
、彼

の
国
家
論
に
於
け
る
根
本
問
題
の
所
在
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。

蓋
し
、
彼
分
画
豪
論
ば
、
称
己
的
動
機
を
行
動
原
理
ど
歩
み
わ
モ
・

卦
⊃
ぞ
M、グ
ゐ
を
続

↓
的
か
政
治
的
共
団
体
～
再
編
応
ぜ
ル
ど
歩
み

企
で
ど
粒
墨
解
レ
得
み
か
ら
で
あ
る
。
処
で
、
斯
様
な
企
て
に
在
っ

て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
事
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ

れ
が

「法
哲
学
」
に
於
て
彼
の
構
想
す
る
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
で

あ
る
。
然
し
、
そ
の
重
要
性
に
も
拘
ら
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
が
其
処
で
意

図
し
て
い
た
も
の
は
、
従
来
、
必
ず
し
も
充
分
正
確
な
仕
方
で
は
取

り
出
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
見
解

で
は

、
そ

の

一
つ
の
要
因

は

、
貧
困

問
題

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル

の
取

り
扱

い
を

巡

る
誤

解

に
在

る

。
そ

こ

で
、
以
下

に
於

て
は

、
へ
ー

ゲ

ル
の

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
論

の
真

に
意
図

す

る
処
を

、
そ
う

し
た

誤
解

に
基

づ
く
代

表
的

な
解
釈

の
論

駁
を
介

し

て
明
ら

か

に
す

る

、

ハ
ニ

と

云
う
手

続

き
を
採

る
こ
と

に
す

る
。
そ

の
解

釈
と

は

、
即
ち

、
市

民
社

会

の
経

済
的

シ

ス
テ

ム
に
於

け

る

(
ス
ミ

ス
的
)
調
和

の
破

綻

1

そ

の
現

象

が
貧
困

問
題

で
あ

る
と

さ

れ
る

の
裡

に
、
コ
ル

ポ
ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
導

入
の
必
要
性

の
根
拠

が
在

る
と
す

る
も

の
で
あ

り

、
そ

の
意

義
を

、
国

家

に
対
す

る
弁

証
を

根
本

的
意

図

に
持

つ
社

会

政
策
的

観
点

か
ら

、
主

に
貧
困

問
題
と

の
関

わ
り

に
於

て
理
解

し

よ
う
と

す

る
も

の

で
あ
る

。
具
体

的

に
は
、
先
ず

、
貧

困

の
必

然
的
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発

生

の
裡

に

へ
ー
ゲ

ル
が
経

済

シ
ス

テ
ム

の
破

綻
を
認

め

て

い
る
、

と

云
う
処

か
ら

出
発

し

て
、
貧
困

問
題

に
対
す

る
ポ

リ

ツ

ァ
イ

の
無

力
を

根
拠
と

し

て

コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ
ー

ン
の
必

然
性
を
論

証
す

る

一

方

で
、
此

を
以

て
し

て
も
貧

困
問

題
が
尚
解

決

不
能

で
あ

る
事

を
根

拠
と

し

て
示
す

事

で
国

家

の
必

然
性

を
論

証
す

る
事
が

、
ポ
リ

ツ

ァ

イ

論
か
ら

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー
ン
論

を

一
貫
す

る
主

要

モ
チ
ー

フ
で

あ

る
、
換

言

す

れ
ば
、
貧

困

問
題

こ
そ

が
市
民

社
会

論

か
ら

国
家

論

へ
の
移

行

の
、

従

っ
て
国
家

の
必

然
性

の
主

要

な
根

拠

を
提

供
す

る

、
と
主

張
す

る
も

の
で
あ

る
。
然

し
、
我

々
の
見

解

で
は
、
斯
様

な
解

釈

は
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
論

に
於

け

る

ヘ
ー
ゲ

ル
の
真
意

を
誤

認
し

て
い
る

の
は
勿
論

、
既

に
貧

困
問

題

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル

の
理
解

を
も

誤
認

し

て

い
る
。
蓋

し
、
彼

の
理
解
す

る
処

で
は
、
経

済

シ
ス

テ

ム
は
何
等

破

綻
し

て
は

い
な

い
し
、
貧

困

の
発

生

は
そ

の

破
綻

を
意

味
す

る
も

の
で
も
全

く
な

い
か
ら

で
あ

る
。
そ
れ
ど

こ

ろ

か
、
彼

は
、
如
何

な

る
貧
困

が
発
生

し

よ
う
と

も
経

済

シ

ス
テ

ム
自

身

は
機
能

し
続

け
る

、
と

云
う

こ

と
を
確

信

し

て

い
た

し
、

更

に

は

、
以

下

に
立
証

す
る
様

に
、
貧
困

問
題

の
原

理
的

な
解

決

の
可
能

性
も

ポ

リ

ツ

ァ
イ

(実

は
国
家

)
の
裡

に
認

め
て

い
た
、
と

考
え

ら

れ

る

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
貧

困
問

題

の
解
決

は

、
最

早

、
従

来

の

大

方

の
解
釈

に
見
ら

れ
た
如
く

に

コ
ル
ポ
ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
の
本

来
的

な
課

題

で
あ

る
と
は

到
底

看

倣

し
得

な
く

な

る

の
で
あ

り

、
更

に

は

、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
自
体

が
根
本

的

に
は
貧
困

問

題
か
ら
独

立

し
た

問
題
意

識

に
基

づ

い
て
導

入
さ

れ
た
、
と

考
え

ざ

る
を
得

な

く

な

る
の

で
あ
る

。
我

々
は

、
こ
う

し

た
点
を

、
以
下

に
於

て
立

証

し

よ

う
と

考

え

る

。
そ

し

て
、
我

々
は

、
そ

の
こ
と

を

通

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
の

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ

ー
ン
論

の
本
質

的

に
国
家

論
的

な
含

意
を

明

ら
か

に
す

る
で
あ

ろ
う

。

第

一
節

貧
困

の
発
生

メ
カ
ニ
ズ

ム
に
対
す
る

へ
ー
ゲ

ル
の
認
識

過
剰
生
産
に
よ
る
貧
困
の
発
生
-

へ
ー
ゲ

ル

の
構

想
す

る

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ
ー

ン

の
真

の
課

題
を

解
明

す

る
為

に
は
、
解

釈

史
的

状
況

に
鑑

み
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
と

貧
困

問

題

の
関
係

を
根

本

的

に
洗

い
直

す
必

要

が
有

る

。
然

し
、
そ

の
課
題

を
遂

行
す

る
為

に
は

、
先

、
貧

困
発

生

の

メ
カ

ニ
ズ

ム

に
対

す
る

へ
ー
ゲ

ル
の
認
識

に
迄
遡

ら
ね
ば

な
ら

な

い
。
本
節

で

は
、
そ

の
点
を

明
ら

か

に
し

よ
う

と

考
え

る
。
処

で
、
貧

困

の
発
生
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機
構
を
巡
る
へ
ー
ゲ
ル
の
認
識
に
は
少
な
か
ら
ざ
る
歴
史
的
発
展
が

　ニ
　

認

め
ら

れ
る

が
、

そ

の
詳

細
は

既

に
別

の
機

会

に
論

じ
た

。
従

っ

て
、
此

処

で
は

、
そ

の
成

果
を
踏

ま
え

、

「
法
哲

学
』
及

び
其

と
粗

同
時

期

に
成

立
し

た

一
八

一
九

/

二
〇

年
度

冬
学

期

講
義

の
筆

記

ノ
ー
ト

に
展

開
さ

れ
た
認

識
を
体

系

的

に
整

理
し

て
提

示
す

る
。

先

、

へ
ー
ゲ

ル
は

抑

々
貧

困

の
発

生

を
文

明

の
発

達

の
必
然

的

な
帰

結

と
看

る
。
で
は

、
文
明

の
発

達
と

は
如

何

な
る
事

柄

で
あ

る

か

。
彼

は

、
ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
の
決
定

的

な
影
響

の
許

、
其

が
就
中

分

業

の
進
展
を

意
味

す

る
、
と

考
え

る

。
其

が
、
へ
ー
ゲ

ル
に
於

て

も

、
生
産
力

の
従

っ
て
富

の
蓄

積

の
飛
躍
的

な
増

加
を

意
味

し
た
事

は

云
う

ま

で
も
な

い
。
処

で
、
ス
ミ

ス
に
於

て
既

に

そ
う

で
あ

る
如

く

、
然

し
就

中

ア
ダ

ム

・
フ

ァ
ー
ガ

ス

ン
が
明

確

に
指

摘

し
た
如

轄

、
富

の
蓄
積

が
大
き

な

不
平
等
を

伴
う

事
を

、
へ
ー
ゲ

ル
も
早

く

に
捉
え

て

い
た

。
彼

は
、
イ

ェ
ナ
時

代
既

に
、
「富

は

富

の
周

り

に

　ロ
　

集

ま

る
」
事
を

、
即
ち

富

の
集

中

化
を

鋭
く
指

摘

し

て

い
た

の
で
あ

る
。
そ

し

て
、
『法

哲

学
」
に
至

っ
て
は

更

に
、
富

の
集

中
化

が
、
工

場

所
有

者

の
富
裕

化

、
及
び

そ

の
帰
結
と

し

て
、
生
産

に
対

す

る
資

本
投

下

の
増

大
を

齎
す

反

面

で
、
工
場
労

働

者

の
貧

困
化
、
及
び

そ

の
帰
結

と

し

て
、
彼
等

の
消
費
能

力

の
減
退

を

同
時

に
招

来
す

る
、

と

云
う

一
層

具
体
的

な
認

識

に
到
達

し

て

い
る
。

処

で
、
此

の
認

識
は

、
文
明

の
発

達

に
帰

せ
ら

れ
た
も

う

一
つ
の

含
意

、
即
ち

、
人

口

の
急

増

、
就

中

、
彼

が
当

時

の
社
会

的
状

況

に

即
し

て
念
頭

に
置

い
て

い
た
、
都
市

に
於

け
る

工
場
労
働

者

の
急
増

と

云
う
事

態
と

の
密

接

な
連

関

の
裡

で
成

立

し

て

い
た

。
即
ち

、
彼

の
認

識

に
依

れ
ば

、
富

の
集

中

が
、
上
述

の
如

く

、
生
産

に
対

す

る

資

本
投

下

の
増
大

を
可
能

に
す

る
処

で
は

、
更

に
大
量

の
労
働

者

の

雇
用

が

可
能
と

な

り
、
機

械
導

入

の
効

果
も
相

侯

っ
て
、
生
産

が
加

速

さ

れ
る
、
換

言
す

れ
ば

、
人

口
増

加

が
生
産

に
対
す

る
加
速

要

因

と

な

る
、
と
看

徹

さ

れ
た

の
で
あ

る
。
然
し

反
面

、
特

に
都
市

に
於

け

る
消
費
活
動

の
中
心
的

な
担

い
手

た
る

べ
き

工
場
労
働

者

の
消
費

能
力

が
減
退

し

て
行
く
事

は

、
彼

が
既

に
認
識

し

て
い
る
処

で
あ

る

か
ら
、
以
上

の
諸
前

提

よ
り

彼

が
、
過
剰

生

産

の
必
然

的
な
発

生
を

結
論

付

け

た
と

し

て
も

不
思
議

は

な

い
。

果
た

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル

は
、
過
少

滑
費

に
趣
囲

歩
る

過
糾
街

産

の
必
然

的
か
発

杢
を

主
張

し

た

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
此

様

な
推
論

が
、
恐

ら
く

は
、
シ
ス

モ

ン

デ
イ

の
影

響

の
許

で
始

め

て
可
能
と

な

っ
た

で
あ

ろ
う

事

は
、
既

に

ハ　
　

別
の
機
会
に
我
々
が
立
証
を
試
み
た
。

処
で
、
此
の
過
剰
生
産
こ
そ
が
現
代
に
於
け

る
大
規
模
な
貧
困
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の
直

接
的

な
原

因

で
あ

る
、
と

さ

れ
る

。
何

故

な
ら

、
過
剰

生

産

が

原
因

で
、
生

産

さ

れ
た
商

品

の
価
格

は

下
落

し
、
そ

の
商

品
を
生

産

し

て

い
た

工
場

は
倒

産

せ
ざ

る
を
得

な
く

な
り

、
そ

の
結

果
、
そ

の

倒
産

し
た
工
場

で
働

い
て

い
た
労
働
者

が
大
量

に
失

業
す

る
こ
と

に

な

っ
て
、
結

局
は

大
規
模

な
貧

困

の
発
生

を
引
き

起

こ
す

に
至

る
、

と

さ
れ

る

か
ら

で
あ

る
。
勿
論

、
此

等

の
推
論

に
は

少

な
か
ら
ざ

る

飛
躍

が
認

め

ら

れ
る
。
然

し
、
既

に
我

々
が
実

証

し
た
様

に
、
其

処

で
、
仮
令

素
朴

な
仕

方

に
於

て

で
あ

れ
、
解
放

戦
争

後

の

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
、
勅
中

小

羊

虜

涛
の
経
験

レ
た

(特

に

一
八

一
九

年

の
)
経

済
恐

慌

の
現
実

が
捉

え
ら

れ
て

い
る
事
を

看
過
し

て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
換

言
す

れ
ば

、
そ
う

し

た
現

実

に
対
す

る
彼
流

の
理
解
と

云
う

形

で
、
貧

困

の
発
生
機

構

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル
の
認
識

は
確
立

さ

れ

た

、
と
看

倣

し
得

る

の
で
あ

る
。

尚

、
注
意

す

べ
き
は

、
へ
ー

ゲ

ル
が
、
確

か

に

一
方

で
は
、
上
述

の
如
く

過
剰
生

産

の
必

然
性

を
承

認
し

て

い
る

に
も
拘

ら
ず

、
然

し

他

方

で
は

、
「
法
哲

学
」
第

二

三
六
節

か
ら
明

ら

か
な
如

く
、
国
家

の
介
ゐ

ぜ
ざ

み
市
湯

に
於
げ

か
唐
動
的

か
場
衡

跡
復
機
能

に
対
す

る

　　
　

信

頼
を

尚

堅
持

し

て

い
る

、
と

云
う

点

で
あ

る
。
彼

が

問
題

に
し

て

い
る

の
は

、
国

家

の
介
入

せ
ざ

る
市
場

に
於

て
は

、
生

産
と

消
費

の

バ

ラ
ン

ス
の
振
幅

が
、
犬

紬
横

か
貧
困

の
発
生

ど

云
が
犠

牲
を
払

わ

ず

に
国

内
市

場
だ

け

で
対

処
す

る

の
が

不

可
能

に
な
る
程

に
、
大

き

く

な
る
危
険

性

が
有

る
、
と

云
う

点

な

の
で
あ

る
。
然

し

、
そ

の
振

幅
が
如
何

に
大
き

く

て
も

バ
ラ

ン
ス
は
保

た

れ
る
と
云
う

の
も

へ
ー

ゲ

ル

の
確

信

な

の
で
あ

る
。
そ

し

て
、
以

下

の
議

論

を
先

取
り
す

れ

ば
、

如

上

の
危
険

を

回
避

す

る
為

の
国

家

の

「
介

入
」

が
貿
易

と

植

民

な

の
で
あ

る

。

第
二
節

へ
ー
ゲ
ル
に
依
る
貧
困
対
策
と
し
て
の

外
国
貿
易
と
植
民

-

市

場
拡
大

の
論

理
と

ア
ダ

ム

・
ス

ミ

ス

本
節

で
は

、
前
節

の
結
論

か
ら

出
発

し

て
、
へ
ー
ゲ

ル

の
提

出

し

た
貧

困
対
策

の
原
理

が
市

場
拡

大

に
在

り

、
そ

の
具
体
的

施
策

と

し

て
は
外

国
貿

易
と
植

民

が
構
想

さ

れ

て

い
た
事

を

示
す

。
そ

の
際

、

へ
ー
ゲ

ル
が
此
等

の
施
策

の
裡

に
将

来

的

な
展

望
を

認

め

て

い
た

事

、
従

っ
て
、
其
等

が
貧

困
問

題

に
対
す

る

展
望
を

拓
き

得

な

い
こ

と
を

根
拠
と

し

て

コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ
ー

ン
導

入

の
必
然
性

を
論

証
し

よ
う
と

し

て

い
る
と

看

る
解

釈

が
妥

当

し

得

な

い
事

を

も
、

同

時
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に
、
ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
の
所
論

と

の
比
較

に
基

づ

い

て
立

証

し
よ
う

と
す

る

。

処

で
、
既

に
見

た
如

く
、
現
代

に
於

け

る
貧
困

(
恐
慌

)
の
原

因

が

、
過

少
消

費

に
依

る
過
剰
生

産

の
裡

に
在

る
と

さ
れ

る
限

り
、
換

言

す

れ
ば

、
所
謂

過
少

消
費

説

に
立

つ
限
り

、
原

理
臨

か
意
味

に
於

け

る
貧

困
対

策

は
唯

二

つ
の
仕
方

で
の
み

可
能

で
あ

る
、
或

は

、
少

な
く
と

も

ヘ
ー
ゲ

ル
は
そ
う

考
え

た

(
こ
れ

以
外

の
考
え
方

を
我

々

は

へ
ー

ゲ

ル
の
テ
キ

ス
ト

の
裡

に
認

め

る
こ
と

が
出

来
な

い
)
。
即

ち
、
消
費

従

っ
て
市

場
を

拡
大

す

る
か
、
生

産

活
動

を
制

限
乃

至
管

理
ナ

み

か
、
で
あ

る
。
そ

し

て
、
彼

は

、
基
本

的

に
は
、
前

者

の
途

を
選

択

し
た
と

見

る

こ
と

が
出

来

る
。
と

は

云
え

、
後

者

の
可

能
性

が
全

く

看
過

さ
れ

た
訳

で
は

な

い
。
事
実

、
一
八

一
九
/

二
〇

年

度

冬
学

期
講
義

に
は
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
を
介

し

て
生

産
を

制
限

　セ
　

乃

至
管

理
し

よ
う
と
す

る
思

想

の
萌
芽
を

認
め

る
こ
と

が
出

来
る

。

然

し
、
此

は
其

の
後

に
於

け
る
充

分
な

展
開
を
見

ず

に
終

わ

っ
て

い

る
。
そ

の
根
拠

に
就

い
て
は

第

三
節

で
詳

論

す

る
の

で
、
本
節

で
は

前

者

の

可
能

性

の

み
を

問

題

に
す

る

。

へ
ー
ゲ

ル
が
市

場

拡
大

の
具
体
的

施
策

と

し

て
提
示

し

て

い
る

の
は

、

外
国

貿
易

と
植

民

で
あ

る

。
此
等

二

つ
の
施
策

に
就

い
て

我

々
は
此
処

で
、
ハ
イ

デ

ル
ベ

ル
ク
時
代

に

へ
ー
ゲ

ル
が

ス
ミ

ス
の

「国

富
論

」
を

再

研
究

し
た

可
能

性
が

高

い
と
云
う

最

近

の
研
究
成

黙

、
又

、
同
時

代

の
講
義

に
於

て
始
め

て
外

国
貿

易
と
植

民

が
彼

の

法
哲

学
体
系

の
中

に
位
置

付
け
ら

れ
る

に
至

っ
た
と

云
う

発
展
史
的

事

実
、
更

に
、
以

下

に
示
す

「法

哲
学

」
と

「国

富
論

」
と

の
内

容

的

対
応

、
以

上

三
点

を

根
拠

と

し

て
、
そ

の
対
応

が
確

認

さ
れ

る
範

囲
の

テ
キ

ス
ト

に
示

さ

れ
た

ス
ミ

ス
の

(そ

の
根
本

に
於

て
楽

観
主

義

的
な

)
思
想

を

へ
ー
ゲ

ル
が
共

有
す

る

に
至

っ
た
可
能

性

の
高

い

事

を

、
立

証
し

よ
う
と

考
え

る
。

我

々
は
先

、
外

国
貿
易

の
意

義

を
巡

り
、
両

者
間

に
、
基
本

的
な

考
え
方

に
於

け
る
高

度

の
対
応

を
認

め
得

る
事

を
指

摘

し
た

い
。
処

で
、
ス
ミ

ス
の
外
国

貿
易

論
を

所
謂

「
余

剰
捌

け

口
説

」
と

し

て
性

あ
　

格
付

け
得

る
事

は

早
く

J

・
S

・
ミ

ル
の
指

摘
し
た

処

で
あ

る
。
そ

の
要
点

は

「
国
富

論
」

の
次

の
有

名

な

テ
キ

ス
ト

に
示

さ

れ

て

い

る
。
「
そ

の

[外

国
貿

易

の
ー

引

用
者
]

お
か
げ

で
、
国
内

市
場

が

狭

く

て
も

、
技
術

ま
た

は
製

造
業

の
あ

る
特
定

部
門

に
お
け

る
分
業

の
最
高

度

の
完
成

が
阻

止

さ
れ

な
く

な
る

。
そ

れ
は

、
こ
れ
ら

の
地

方

の
労
働

の
生
産
物

の
ど

れ
ほ
ど

の
部
分

が
国
内
消
費

を
超

過
し
よ

う

と
も

、
こ
の
部
分

に
対

す

る

い

っ
そ
う

広
大

な

市
場
を

開
放
す

る
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こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
れ
ら

の
地
方

の
実
質

的
収

入
と
富

を
増

加
さ

せ

る

こ
と

を
奨

励
す

る

。
外
国
貿

易

は
、
そ
れ

が
営

ま
れ

る
あ

り
と

あ

ら

ゆ
る

国
に
対

し

て
、
以

上
の
よ
う

に
偉
大

で
重
要
な

任
務
を

遂
行

　　　

す

る
た

め
に
た

え
ず

従
事

し

て
い
る

の
で
あ

る
」
。
我

々
と
し

て
は
、

此

処

で
特

に
、
国
内

で
発
生

し

て
来

る
余
剰

生
産

物
を

外
国
貿

易

が

吸

収
す

る
可
能

性

に
対

し

て
、
ス
ミ

ス
が
相

当
楽
観

的

な
見
通

し
を

抱

い
て

い
る
と

見
ら

れ
る
点

に
注

意
を

喚
起

し

て
お
き

た

い
。
蓋

し
、
こ

の
点

こ

そ
が
、
へ
ー
ゲ

ル

の
考
え

方
を

知

る
上

で
重

要
な
手

懸

り
を

与
え

る

、
と
考
え

ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

一
方

、
外

国
貿

易

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

そ

の
必

然
性

を
論

じ
た

「法
哲

学
』
第

二
四

六
節

に
於
け

る
次

の
テ

キ

ス
ト

の
裡

で
確

認

し
得

る
。
「
市

民
社
会

は

:

・
己

を
越

え
出

る

べ

く

駆

り

立

て

ら

れ

て
、
…

他

の
諸

国

民

の
裡

に

消

費

　ニ
　

者

・
:

を

求

め

る
」
。
此

を
第

一
節

の
議
論

と
総

合

す

れ
ば
、
へ
ー

ゲ

ル
の
外
国
貿

易

論

が
ス

ミ
ス
同
様

の

「余

剰

捌

け
口
説

」
に
立

つ

事

は
既

に
明
白

で
あ

る
。
斯
く

て
我

々
は

、
先

に
指

摘

し
た
発

展
史

的

諸
事

実

に
鑑

み

て
、
此

処

で
確
認

さ

れ
た
対

応

か
ら

、
外
国
貿

易

の
理
解
を

巡

る

二
人

の
間

の
影
響

関

係

の
存
在

を

、
推
測

す

る
の

で

あ

る
。
加
え

て
、
「
法
哲

学
」
第

二
四

七
節

に
於
け

る
河

や
海

の
経

済

的

・
文
化

的
重

要
性

に
就

い
て

の
指

摘
が

「国

富
論
」
第

一
編

第

三
章

に
於

け

る
同
様

の
指

摘
と

の
強

い
対

応
関

係
に
在

る
点

も
、
上

の
影

響

関
係
を

傍

証
す

る
も

の

で
あ

る
、
と
考

え

る
。

処

で
、
若

し
以

上

の
考
察

に
依

っ
て
、
外

国
貿

易

の
理
解
を

巡

る

二
人

の
間

の
影
響

関
係

が
立

証
さ

れ
得

た
と

す

れ
ば

、

我

々
は
更

に
、
そ
う

し

た
影
響

関
係

の
裡

に
は
、
先

に

ス

ミ
ス
に
就

い
て
指
摘

し
た

様

な
、
外

国
賛

昴

の

(
国
吋
余

糾
歯

産
粉

を
吸

収
か

み
)
可
能

性

に
対
す

る
楽
観

的
見
通

し
も

含
ま

れ

て

い
た

可
能

性

が
高

い
、
と

考
え

る

。
少
な

く
と

も

へ
ー

ゲ

ル
の

テ
キ

ス
ト

に
は

、
そ

の
可
能
性

を
否

定
す

る
様

な
言

説
を

、
全

く
見

出

し
得

な

い
の
で
あ

る

。
此
点

に
関

し

て
は
、
更

に
、
過

剰
生

産
論

の
登

場

に
先

立

つ

一
八

一
七
/

一
八
年

度

の
講
義

に
於

て
見
ら

れ
た
、
そ

の
リ

ス
ク
の
大

き
さ

故

の

外
国
貿

易

に
対
す

る
消
極

的
姿
勢

が
、
過
剰
生

産
論

の
登
場

以
後

は

最
早

認

め
ら

れ
な

く
な

っ
た
、

と
云

う
事

実

が
注

目

さ

な
駐
ゲ

蓋

し
、
我

々
は
其

処

に
、
外

国
貿

易

の
重
要
性

と

可
能

性
を
主

張

す

る

ス
ミ

ス
か
ら

の
影

響

を
認

め
得

る
、
と

考
え

る
か
ら

で
あ

る
。

次

に
、
植
民

に
就

い
て
も

、
へ
ー

ゲ

ル
は

ス
ミ

ス
の
議
論

を

踏
ま

え

乍

ら

其

の

可
能

性
を

探

っ
て

い
る
、

と

考
え

ら

れ

る

。
処

で
、

へ
ー
ゲ

ル

の
植

民
論

は

、

外
国
貿

易

論
同

様

、
多

く

の
解

釈
者

に
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依
っ
て
専
ら
消
極
的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、其
に
対
し
て

我
々
の
基
本
的
な
主
張
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
植

艮
論
の
真
意
を
理
解
レ
卦
が
ど
か
み
か
ち
ば
、
掛
か
彼
が

「掛
暫

学
」
に
於
て
植
民
に

一
つ
の
体
系
的
位
置
を
与
え
た
と
云
う
事
実
の

裡
に
は
、彼
が
植
民
を
単
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

で
は
な
く
寧
ろ
現
代
に
於
け
る
其
の
理
性
的
な
意
義
乃
至
必
然
性
を

認
か
で
い
た
事
が
含
意
ぎ
か
で
い
わ
、
ど
一η
が
処
か
射
出
発
歩
み
必

要
が
有
る
!
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
見
解
で
は
、
彼
の

植
民
論
を
理
解
す
る
上
で
最
も
必
要
な
事
は
、植
民
地
の
独
立
の
必

然
性
を
彼
が
認
め
て
い
た
と
云
う
事
実
か
ら
直
ち
に
ー
ー
多
く
の
解

ハニ
ニ
　

釈
者
が
す
る
様
に
1

彼
が
植
民
の
意
義
を
単
な
る
コ

時
凌
」
と

し
て
否
認
し
た
と
結
論
す
る
事
が
妥
当
か
否
か
を
慎
重
に
検
討
す
る

事
で
あ
る
。
果
た
し
て
我
々
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
在

っ
て
、
植
民
地
独

立
の
必
然
性
を
承
認
し
乍
ら
尚
も
植
民
に
単
な
る
コ

時
凌
」
以
上

の
意
義
を
認
め
る
事
は
可
能
で
あ

っ
た
、
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ

の
手
懸
り
は
恐
ら
く
、垂
商
主
義
抽
粉
分
文
脈
に
於
で
ば
植
昆
地
放

棄
論
を
囁
涛
乍
与
、
他
方
で
ば
椿
艮
地
が
果
た
レ
得
る
経
済
的
か
役

割
を
同
時
に
認
め
よ
う
と
す
る
、
ス
ミ
ス
の
考
え
方
に
在
っ
た
、
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ス
ミ
ス
に
は
、
植
民
が
市
場
の
迅

速

な
拡

大
を

可
能

に
す

る
と

云
う

認
識

と
共

に
、
植

民
地

は
独
立

し

て
も
市

場
と

し

て
の
意

義
を

失
う

訳

で
は
な
く

、
多

大
な

経
費
を

支

出

し

て
独

占
的
植
民
地

貿
易

の
維
持

に
努

め
る

よ
り
は
植
民
地

の
独

立

を
認

め
る
方

が
寧

ろ
大
き

な

利
益
を

本
国

に
齎
す

、
と

云
う
洞

察

が
存
在

し
た
が

、
其
処

に
我

々
は
、
適

切

な
政
策

運
営

の
許
で
あ

れ

ば

植

民

に
は
市

場
を

円

滑

に
拡

大
す

る
機

能

が
帰

属

し
得

る
、

或

は
、
植

民
は

市
場

の
必
然

的
拡
大

過
程

に
於

て

一
つ
の
不
可
欠

且

つ

積

極
的

な
役
割

を
果

た

し
得

る
、
と

云
う
重

要
な
含

意
を

認
め
得

る

の
で
あ

る
。
そ

し

て
、
へ
ー
ゲ

ル
も

又
其

処

に
注
目

し
た

の
で
は

な

い
か
、
と

考
え

ら

れ
る

の
で
あ

る

。
こ
の
観
点

か
ら

す

れ
ば
、
植

民

塘

の
時

宜
を

得
た
掛

立
ば

、
ぞ

の
使
命

の
舟

遂

で
歩

ひ
あ

か
得

る

の

で
あ

り
、
そ

の
独

立

の
必

然
性

は
何
等

そ

の
存
在

意
義
を

否
定

す

る

も

の

で
は
な

く
な

る

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
我

々
は
、
此

様

な
意

味

に
於

け

る
影

響

関
係
を
想

定

し

て
始

め

て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
植
民

に

一

個

の
体
系

的
な
位

置
を

認
め

た
、
と

云
う

最
初

に
強

調
し

た
事

実

が

説

明

可
能

に
な
る

、
と

考
え

る

。
そ

し

て
、
若

し

我

々

の
斯
様

な
推

論

が
正

し

い
な

ら
ば

、
少

な
く
と

も

へ
ー
ゲ

ル

の
理
解

す

る
処

で

は

、
植
民

は
、
決

し

て
将
来

的
展

望

の
無

い
単

な
る

コ

次
凌

」
に

止

ま

る
も

の

で
は

な

く
、
寧

ろ

(適

切
な
政

策

の
許

で
)
市

場
拡

大
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ど

一F
ナ
其

の
使
命

に
長
期
的
を

展
望
を
拓

ぐ
可
静
性

を
秘
め

で

い
み

こ
と

に
な

る
。
従

っ
て
、
本

当

の
問

題
は
、
そ

の
可
能

性
を

現
実

化

す

る

(ポ

リ

ツ

ァ
イ
従

っ
て
国
家

の
)
政
策

遂
行

能
力

の
裡

に
在

る

こ
と

に
な

る
。

尚
、

へ
ー
ゲ

ル
が
植

民

の
問

題
を
考

察

す

る

に
際

し

て
ス
ミ

ス

に
多
く

を
負

っ
て
い
る
事

は
、
古

代
ギ

リ

シ

ア
に
於

け
る
植

民
と

近

代

諸
国
家

に
於
け

る
植

民
と

の
区
別
を
巡

る
議

論

に
即

し

て
も
確

認

し
得

る
。
即
ち

、
古
代

ギ

リ

シ
ア
に
於

け

る
植
民

が
組

織
的

な
も

の

で
あ

り
且

つ
植

民
地

に
自

由

を
認

め

る
も

の
で
あ

っ
た

、
と

云
う

へ
ー

ゲ

ル
の
議
論

は

、
「
国
富

論
」
第

四
編
第

七
章

「植

民

地

に

つ

い
て
」
の
裡

に
其

の
典

拠
を

見
出

し
得

る

の
で
あ

る
。
此

点
も

、
先

の
推
測

を
強
化

す
る
傍

証
と

し

て
の
価
値

を
有

す
る
、
と
考
え

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

斯

く

て
我

々
は
、
以
上

の
考

察

に
基
づ

い
て
、
へ
ー

ゲ

ル
が
、
ス

ミ

ス
に
導

か

れ
乍
ら
、
過
剰
生

産
を

解
決
す

る
為

の
将

来
的

展
望
を

外

国
貿

易
と

植
民

と

の
裡

に
、
或

は
寧

ろ
、
そ

れ
等

を
統

括

す

る
ポ

リ

ツ
ァ
イ
乃
至

国
家

の
裡

に
見

出
す

に
至

っ
た

可
能
性

が
高

い
、
と

結

論
す

る
。

そ
し

て
、

我

々
は
愈

々
、
斯
様

な
結
論

を
基

礎

と

し

て
、
コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ
ー

ン
の
本

来
的
使
命

の
所
在
を

解
明

す
る
作

業

に
着

手
す

る

こ
と

に
な

る
。
そ

の
手

始
め

と

し

て
、
次

節

で
、
コ

ル
ポ

ラ

ツ
イ
オ

ー

ン
と

貧
困

問
題
と

の
関
係

を
吟

味
す

る

。

(
尚
、
「法

哲

学
」
第

二
三
六
節

に
認

め

ら
れ

る
、
市
場

の
バ

ラ

ン

ス
回
復

機
能

に
対

す

る
信
頼
を

解
釈

の
根
幹

に
据

え

る
な
ら

、
へ
ー

ゲ

ル

が
、
植

民
と
貿

易
を

、
バ

ラ

ン
ス

の
回
復

を

促
進

す

る
為
、
又

は

、
回
復

す

る
迄
持

ち
堪

え

る
為

の
暫
定

的

施
策
と

、
或

は

、
市

場

の
絶
卦

ざ

る
変
俗

に
赫

処
歩

み
瀞

に
必
ザ
保

持

ぎ
か

み

べ
恥

「
安
全

弁
」
と
看

倣

し

て

い
た

可
能
性

も

生
じ

て
来

る
。
然
し

、
そ

の
場

合

で
も

、
貧

困
問

題

の
解
決

が

、
ポ

リ

ツ

ァ
イ
経

営

に
携

わ

る
国
家
官

僚

の
信
頼
す

べ
き

手
腕

に
委
ね

ら

れ
る
点

に
変

わ
り
は
無

く

、
我

々

の
解

釈

の
全
体

に
は
影
響

が
無

い
。
)

第

三
節

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー
ン
の
経

済
的

・
社

会
的
機
能

の
可
能
性

政
策
的
な
生
産
制
限
乃
至
管
理
?
ー

本
節

に
於

て
我

々
は
愈

々
、

本
来

の
対
象

た

る

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ

オ

ー

ン
を
主

題
化
す

る

。
然

し
、
先

に
述

べ
た
如
き

解
釈

史
的

状

況

に
鑑

み

て
、
最

初

は
、
専

ら

そ

の
経

済
的

或

は
社
会

的
機

能

に
就

い
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て
、
そ

の
可
能

性

の
評
価

を
試

み

る
。
即

ち

、
貧
困

問
題

と

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
と

の
関
わ

り

が
何
処

に
在

る

の
か
、
を
精

密

に
確
定

し

よ
う

と

す

る
。
そ

の
際

、
前

節
迄

の
考
察
を

踏

ま
え

る
限

り

で
、

就
中
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
を
介

し

て
の
経
済

政
策

的
な
生

産
制

限

乃
至
管

理

の
可
能

性
如

何

に
着

目
す

る
。

先
、

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ

ー

ン
に
帰

属
せ

し

め
ら

れ
る

経
済

的
或

は
社
会

的
機
能

と

は
具
体

的

に
如
何

な

る
も

の
で
あ

る
か

。
我

々
は

此
処

で
、
特

に

一
八

一
九

/

二
〇
年

度

の
講
義

を

基
礎

に
、
そ

の
機

コ
ロ

能
を

整

理
し

て
み
る

。
此

に
依

れ
ば

、
其

は

二

つ

の
機

能
を

有
す

る

。
即

ち

、
そ

の
全

成

員

の
生

計

を
保

証
す

る
事

、
及
び

、
其

処

で

の
生

産
活

動

を
適

正

た

ら
し

め

る
事

で
あ

る

。
前

者
は

、

具
体

的

に
、
成
員

の
子
供

に
対

し

て
職
業

教
育

を
施

す
事

、
及

び
、
貧

し

い

成
員

に
対

し

て
連
帯
責

任

に
於

て
援
助

を
行
う

事
を

意
味

し
、
後

者

　
　
　

　

は

「
法
哲

学
」
第

二
五
四
節

の
記

述

に
依

り
補

足
す

る
な

ら
ー

ー
具
体

的

に
、
コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ

オ
ー

ン
の
共

同
目
的

の
為

に
成
員

の

「営

業

の
自

由
」
を

制

限
す

る
事

を
意

味
す

る

。
処

で
、
此
等

の
裡
、

職
業

教
育

の
問

題
は
当

面

の
関

心

の
枠

外

に
在

る
の

で
、
此
処

で
は

論

及
す

る
必

要

が
無

い
。
其

故

、
貧

困
問

題
と

の
関
わ
り

に
於

て
検

討
す

べ
き

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
の
機

能
は

、
連

帯
的

な
相
互

扶
助

と

「
営
業

の
自
由

」

の
制
限

と

の

二

つ
の

み
で
あ

る

。

先

、
連
帯

的
相

互
扶

助

の
機
能

に
就

い
て
、
そ

の
可
能

性

を
考

察

す

る

。
処

で
、
そ

の
根

本
的

な
意

図
は

、
明
ら

か

に
、
富

の
集
中

化

が
進

行
す

る
市

民
社
会

の
裡

に
在

っ
て
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
内

部

で

「
福
祉

」
の
見
地

か
ら
富

の
再

配
分
を

遂
行

し
よ

う
と

す

る
処

に
在

る
。
但

し
、
へ
ー
ゲ

ル
に
依

れ
ば

、
其
は

、
同
じ

く
富

の
再
配

分

を
意

図
す

る
救

貧
事

業
と

は

、
分
配

が
最

早
、
富
者

が
貧

者

に
為

す
偶

然
的

な
施

し
と

云
う
性
格

を

脱
却

し

て

い
て
、
全

成
員

に
課

さ

れ
た
必
然

的

な
義
務

の
遂
行

と

し

て
在

る
、
と

云
う
点

で
決

定
的

に

異

な

る
、
と

さ

れ

る
。
此
点

の
強
調
は

、
富

の
不
平
等

か

ら
発

生
す

る
感

情
的

な
対

立

の
危

険
性

を
重

視
し

た

へ
ー
ゲ

ル
が
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ
ー

ン
に
、
そ

の
対

立
を
普

遍
的
義

務
意

識

の
許

で
克
服

す

る

機

能
を

期
待

し

た
、
と

云
う

事

を
意

味
す

る
。

然

し
、
貧
困

対
策

と

云
う
見

地

か
ら
す

る

な
ら
ば

、
此
様

な

貢
献

に
も

本
質

的
な

限
界

が
認

め
ら

れ

る
。
先

、
斯

か

る
機

能

に
依

っ
て

緩

和

さ
れ
る
不
平
等

が

コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ
ー

ン
の
内

部

に
其

の
範

囲

を
局

限
さ

れ
て

い
る

、
と

云
う

点

を
指

摘
す

る
事

が

出

来

る
。
蓋

し
、
市

民
社

会
全
体

の
規

模

で
発

生

し

て
来
る

不
平
等

に
対

し

て
其

が

本
質

的

に
無

力

で
あ

る
事

は

既

に

自
明

な

の
で
あ

る

。
然

し

、
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我

々
に
と

っ
て
真

に
決

定
的

な
問

題
は

、
コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ

ー

ン
の

斯
様

か
機

静

が
、
貧

困
発

生

の
原

凶
其

者

に
炉
レ

で
如
何

か

石
開
わ

り

を
も

有

し

て
い
な

い
、
と

云
う
処

に
在

る

。
即

ち

、
其

は

、
貧

困

ヤ

し

へ

も

へ

も

た

へ

も

も

も

も

も

も

も

ヤ

ミ

も

も

る

も

カ

も

し

も

問

題

の
根

本

に
在
る

過
剰
生

産
、
或
は
市

場

の
狭
駐

化
と

云
う
事

態

其
者

に
炉

し

で
ば
、
如

価

か
み
意
味

に
於

げ

み
解
洪

を
粒
齎

ぞ
が

ど

す

る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る

。
却

っ
て
、
其
処

か

ら
結
果

し

て
来

た
事

態

に
対
処

し
よ
う

と
す

る

に
過
ぎ

な

い
の

で
あ

る
。
そ

の
意

味

で
は
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
に
於
け

る
先

の
機

能
は

、
貧

困
問

題

に
対

し

て
本
質

的

に
対

症
療
法

的

で
あ

る
に
留

ま
る

、
と

云
わ
ね

ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る

。
勿

論

、
此
様

な
評

価

は
、
対

症
療

法

と
し

て

其

が
持

つ
現

実
的

な

意
義

の
否

認
を

含

意
す

る
も

の

で
は
全

く

な

い
。次

に
、

「
営

業

の
自

由
」

に
対

す

る
制
限

に
就

い
て
検

討
す

る

。

処

で
、

へ
ー
ゲ

ル
は
、
「法

哲
学

」
第

二

五
四
節

に
於

て
、
「
己

の
技

能
を

発
揮
し
其

に
依

っ
て
上
げ
得

る
限
り

の
利

益
を
追
求

す
る
所

謂

自
然

的
権

利

(
「
営
業

の
自
由
」
l

l
引
用

者
)

に
対

し

て

(
コ
ル

　
コ
ご

ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
の
裡

で
ー
ー
引

用
者
)
制

限

が
加
え

ら

れ

る
」
べ

き
事

を
指

摘

し
、

そ

の
前
提

条

件
を

明

ら

か

に
す

る
と

云
う
仕

方

で

、
そ
う

し

た
制
限

の
目
的

が
、
そ

の
成

員

の
技
能

の
発

揮
を

、
コ

ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ

ー

ン

の

「
共

同
目

的
」

に
合
致

せ
し

め

る
事

、
即

ち
、
成

員

が
技
能

に
応

じ

て
従
事

す

る
生
産

活
動

を

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ

オ
ー

ン
の
共
通
利
益

と
云
う

目
的

に
向

け

て
合

目
的

化
す

る
事

に
在

る
旨

を
明

ら
か

に

し

て

い
る

。
其

処

か
ら

判
断

す

る
限
り

、
へ
ー

ゲ

ル

の
云
う

、
「
営
業

の
自
由
」

に
対
す

る
制

限
は

、
市

民

の
生

産
活

動

を

コ
ル
ポ

ラ
ツ
ィ
オ
ー

ン
単
位

の
利
益

追
求

の
活

動

の
裡

に
組

み

込

み
組

織

化
す

る
事

を

意
図

し

て

い
た

、
と

結
論
す

る
事

が
出

来

る
。そ

し

て
、
此
様

に
理
解

す

る
限
り

で
は

、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン

に
於

け

る
生
産

制
限
も

、
各

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン

の
利

益
追
求

を

目
的

と
す

る
も

の

で
あ

る
か
ら
、
そ

の
枠

を
越
え

出

た
市
民

社
会

全

体
を

舞
台
と

し

て
発
生
す

る
と
見

ら
れ

る
貧
困

に
対

し

て
殆
ど

無
力

で
あ

る
事

は

既

に
自
明

で
あ

る
様

に
も

思

わ
れ

る
。
然

し
、
へ
ー
ゲ

ル

の
場

合

、

「
法
哲

学

」

第

二

八
九

節

で

云
う

様

に

、

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
は
、
決

し

て
完
全

な

団
体
自

治
を
享

受
す

る

の

で
は

な

く

、
寧

ろ
、
普

遍
的

な

国
家

利
益
を

確
保

す

る
事

が
必

要
と

さ

れ
る

限
り

で
國
家

か
ひ

の
監
督
掛

導
を
受

け
る

べ
き

事
を
要

求
さ

れ
て

い

　
　
セ

　

る

の

で
あ

る
。
其

故

、
市

場
全

体

の
動

向

を
見

渡
し

各

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
に
対

し

て
其

処
に
於
け

る
生
産
活

動

の
有

り
方
を
監
督
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指
導

す

る
、
と

云
う

様

な

(
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
に
対
す

る
)
政

策
的
介

入
を
国

家
が
実
施

す

る
可
能

性
を

ヘ
ー
ゲ

ル
が
想
定

し

て
い

る

か
否
か
を
立

ち
入

っ
て
検
討
す

る
必
要

性
が
生

じ

て
来

る
の
で
あ

る
。
詰
ま

り

、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ

オ
ー

ン
と
国

家

の
関
係

を

巡
る

へ
ー

ゲ

ル
の
規
定

の
裡

か

ら
は
、
国
豪

が

ユ
か
恭

ラ

勢
小
か

ト

泌
を
介

レ

て
生

産
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す

る
可
能
性

が
排
除

し
得

な

い
様

に
も
思

わ

れ

る

の
で
あ
る

。
其

故

に
我

々
は

、
以

下

に
於

て
、
へ
ー
ゲ

ル
が

国

家
に
依

る
監

督
指
導

と
云
う
事

柄

の
許

に
如
何

な
る
内
容
を

想
定

し
て

い
る

か
に
着

目

し

て
、
そ

の
可
能

性

を
吟

味
し

よ
う

と
思
う

。

問

題

は

、

「
法
哲

学

」

第

二
八

九
節

に
於

て
、

コ
ル
ポ

ラ

ツ

イ

オ
ー

ン
等

の
団
体

の
有

す

る
特

殊
的
権

利

の
間

で
「
普
遍

的
な

国
家

利

益
を

確
保
す

る

」
と

云
う

使
命

を
遂

行

す
る
為

に

「
統
治

権

の
代

　
　
ム

行

者
」
が
行
う

、
と

云

わ

れ
る

「
配

慮
」

の
内

容
如

何

に
在

る
。
処

で
、
こ

の
配
慮

は

、
そ

の
真

の
主
体

が
国

家

の
統
治

権
力

で
あ

り
、

そ

の
対
象

が
市

民
社
会

の
構

成

要
素
た

る
団
体

で
あ

る

限
り

で
、
普

遍

的
な

国
家

利
益

の
保

持
を

其

の
目

的
と

す

る
内

政

、
即

ち

ポ
リ

ツ

ァ
イ

に
等

し

い
。
何

故

な
ら

、
市

民
社

会
を

対
象

と
す

る
国

家
権

　
　
　

　

力

の
行

使

こ
そ
は

、
ポ
リ

ツ

ァ
イ

に
他
な

ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。
然

る
に
、
此

処

で
我

々
は
、
～
ト

勢

か

の
恭
い

勢

弥
小

論

の
裡

に
ば
如

何
を
み
意
味
で
ひ
蛋
商
油
跡
を
経
済
政
第
ど
レ
で
冊
限
乃
至
管
理
レ

よ
う
と
す
る
考
え
方
を
認
め
得
な
い
、
と
云
う
極
め
て
根
本
的
な
事

実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
の
ポ
リ
ツ
ァ

小
論
を
経
済
政
箒
分
側
面
に
就
い
で
参
察
ナ
石
限
か
で
ば
、専
⑤
瀞

費
蜘
ば
販
路
の
在
か
方
に
着
臣
し
卦
が
ど
か
み
姿
勢
の
み
を
、
其
処

に
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
其
故
に
、
此
処
か
ら
我
々
は
、
先
の
「配

慮
」
が
、
国
家
の
経
済
政
策
と
し
て
の
生
産
制
限
乃
至
管
理
を
含
意

し
て
い
る
可
能
性
は
無
い
、
と
断
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
確

信
す
る
。

斯
く
て
、
我
々
は
、
以
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
構

想
歩
み
ユ
か
恭
ラ
勢
小
か
ト
ひ
が
如
何
か
み
意
味
に
於
で
ひ
貧
困
闘

題
と
の
原
理
的
な
係
わ
り
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
事
、
従
っ
て
、

ユ
か
瀞
ラ
勢
小
か
ト
語
ば
決
レ
で
其
の
発
坐
原
理
に
係
わ
る
貧
困
赫

策
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
事
を
、
結
論
付
け
る

の
で
あ
る
。
次
節
に
於
て
は
、
斯
様
な
結
論
を
基
礎
と
し
て
、
コ
ル

ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
の
本
来
的
な
使
命
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
四
節

貧
困
対
策
の
全
体
戦
略
と

コ
ル
ポ
ラ
ツ

イ
オ
ー

ン
の
本
来

的
使
命
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-団

体

に

依

る

、

ホ

モ

・
エ

コ

ノ

ミ

ク

ス

と

国
家
の
媒
介
1

本
節

で
は

、
先

更

め

て
前

節

迄

の
考
察

を
総

合

し
、
へ
ー
ゲ

ル

の

構

想
す

る
貧
困

対
策

の
全
体

像
を

描
き

出

し
た
上

で
、
其

を
基
礎

に

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
本
来

の
課
題

の
所

在
を
追
究

し

て
行
こ
う
と

考

え

る

。

先
ず

指
摘

す

べ
き

は
、
へ
ー
ゲ

ル
の
構

想
す

る
貧
困

対
策

に
、
基

本
的

な
考

え
方

の
区

別
を

認

め
得

る
、
と

云
う

点

で
あ

る
。
即

ち

、

貧
困
を

結
果
と

し
て
前
提

し
た
上

で
其

に
対
処

し
よ
う
と

す
る
考
え

方
と

、
貧
困

の
原

因
其

者

に
立

ち
向

か

い
其

を
除

去

し
よ
う
と

す

る

考
え

方

と

の
区
別

が

有

る
。

そ

し

て
、
此

迄

の
考
察

に
基
づ

く

限

り

、
貧

困
対

策
と

云
う
機

能

に
即

し

て
見

ら

れ
た

コ
ル
ポ

ラ

ツ
イ

オ
ー

ン
が
専

ら
前
者

に
基
づ

く
と
思

わ
れ

る
の
に
対
し

て
1

貧

困

対

策
と

し

て

の
生

産
制

限

は
、
そ

の
萌

芽

を
認

め
得

る
と

は
云
え

、

最

終

的

に
採

用

さ
れ

な

か

っ
た
と

認

め

ら

れ
る

か
ら
ー

、
消

費

(市
場

)
拡

大
を

目
指

す
植

民

と
外

国
貿

易

の
み
が

後
者

に
基

づ
く

と
看

徹

し
得

る
。
処

で

、
後

者

の
み
が
根

本
的

解
決

を
齎

し
得

る
事

は
既

に
明

ら

か
で
あ

る

。
其
故

、
以
上

の
考
察

が
正

し

い
限

り
で

、

我

々
は
、
其

処

か
ら

直
ち

に
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
が
、
貧

困
対

策

と
し

て
は
ポ

リ

ツ
ァ
イ
即

ち
国
家

に
対

し

て
副

次
的
或

は
補
完
的

な
役
割

し

か
果
た

し
得

な

い
、
と
云
う

結
論

を
引

き
出

す
事

が
出
来

る
。
即

ち

、
ポ
リ

ツ

ァ
イ
に
依

る
市

場
拡

大
政

策

が
効

果
を

現
す

迄

の
対

症
療

法
的

な
役

割
、
及
び

、
そ

の
効

果

が
尚

行
き

亙
ら

な

い
場

合

の
補
完

的

な
役
割

を
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
が
引

き
受

け

る
、

と

云
う
訳

で
あ

る

。
そ
し

て
、
へ
ー
ゲ

ル

の
構

想

す

る
貧
困

対
策

の

全
体

は
斯

様

な
配

置

に
な

っ
て
い
た
、
と

考
え

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

処

で
、

仮

に

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ
ー

ン

の
課

題

が

専

ら
貧

困
問
題

の
解

決

に
在

る
と

す

る

な
ら

、
上

の
結

論

か
ら

必
然

的

に

、

ポ
リ

ツ

ァ
イ

に

比
し

て

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
独
自

の
使
命

は
何

も
無

い
、
と

云
う
事

が
導

き

出

さ
れ

て
来

る
。
然

し
、
果
た

し

て
本
当

に

そ
う

で
あ

ろ
う

か
。
我

々
は

寧

ろ
、
然

し
た

導
出

の
前

提
を

こ
そ
疑

う

必
要

が
有

る

、
と
考

え

る
。
即

ち
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
イ

オ
ー

ン
本
来

の
課
題

は
、
貧

困
問

題

の
解

決
と

は
別

の
処

に
求

め
ら

れ
る

べ
き

で

は
な

い
か

?
と

。

我

々
は
次

の
様

に
考
え

る
。
即

ち

、

へ
ー
ゲ

ル

は
、
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
を

介

し

て
実

は
、
貧

困

問

題

の
地

平
を

超
卦

出
た

、
即

ち
、
仮

令
貧

匿

跡
題

に
解

決

分
見
通

レ

が

ひ

い
た
ど

し

で
ひ
断

残

を
む

F
ナ
意
味

で

↓
膚
根

源
的
か

意
義
を

捧

ひ
跡
題
と
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対

決

し
よ
う

と

し

て

い
る

の

で
は
な

い
か

?
、
そ
し

て
、
此

の
対

決

に
於

て
こ
そ
、
コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
は
其

の
真
価
を

発

揮
す

る
事

が
期
待

さ

れ

て
い
る

の
で

は
な

い
か

?
と
。

果

た

し

て
、
我

々
の
見
解

で
は

、

へ
ー
ゲ

ル

の

コ
ル

ポ
ラ

ツ
イ

オ
ー

ン
論

に
於

て
真

に
問

わ
れ

て

い
る

の
は
、
市

民
社

会

の
基
幹
的

構

造

(欲

望

の
体
系

)
に
依

っ
て
規
定

さ

れ
た
限

り

で

の
市

民

(
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
)
的
意

識

一
般

で
あ

り
、
そ

の
有

り
方

で
あ

る

。
然
も

、

特

に
重

要
な
事

は

、
そ
の
際

、
市

民
的

意
識

一
般

が
、
市
民

社
会

を

超
え

出

て
国
家

の
存
立

が
問

わ

れ
る
様

な
地
点

か
ら

、
そ

の
有

り
方

を
問

わ

れ

て

い
る

、
と

云
う

点

で
あ

る
。
詰
ま

り

、
へ
ー

ゲ

ル
の

コ

か
恭
テ

跳
小
か

ト

泌
論

ば
、
彼

が
國

家

の
存

立
ど

云
が

舟
塘

か
射

ブ

ル
ジ

ョ
ワ
の
意
識

構
造
を

問
題

化
す

る
事

に
依

っ
て
、
そ

の
成

立
を

見
た

、
と

も
云

い
得

る
。
以

下

に
於

て
は
、
そ
う

し
た

観
点

か
ら
彼

の

コ
ル
ポ
ラ

ツ

ィ
オ
ー

ン
論

の
真
意

を

明
ら

か

に
し
た

い
。

扱
、

我

々
は
次

の
点
を

指

摘
す

る
処

か

ら
考

察
を

始

め
ね
ば

な

ら
な

い
。
即

ち

、
市

民
的

意
識

一
般

に
対
す

る

へ
ー
ゲ

ル

の
考

察

に

は
、
人
間

の
意

識
形

態
を

、
そ

の
置

か

れ
た
社

会

の
構
造

に
依

っ
て

規

定
さ

れ
た
も

の
と

見

る
、
州
種

不

デ
か

ひ
ギ

ト
論
的
愈

度

が
認
め

ら
れ

る
、
と

云
う

点

で
あ

る

。
斯
う

し

た
考
察
態

度

の
存

在
を

確
認

し

て
置
く
事

は
、
へ
ー
ゲ

ル
の

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
論

の
真

意
を

理

解

す

る
上

で
極
め

て
重

要

な
意
味
を

持

つ
。
蓋

し

、
当

論

に
於

て

問

題

化
さ

れ
て

い
る
市

民
的

意

識

一
般

の
有

り
方

を

、

へ
ー

ゲ

ル

は

、
分

業
と
交

換
を

原
理
と

し

て
成
立
す

る
人
間

の
自
然

的
欲
望

充

足

の
シ

ス

テ
ム
た
る

「欲

望

の
体

系
」
に
依

っ
て
規
定

さ

れ
た
も

の

と

し

て
、
或

は
、
そ

の

シ
ス

テ
ム

の
構

成
員

た

る
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
に
固

有

な
も

の
と

し

て
理
解

す

る

か
ら

で
あ

る

。

処

で
、

そ
う

し
た
理

解

の
内

容
を
構

成

す

る
主

要
契

機
と

し

て

次

の
二
点

を
指

摘

し
得

る
。

即
ち

、

ω
社

会
構

造

と

し

て

の
原

子

論

、
及

び
、
②

そ
れ

に
依

っ
て
規

定

さ
れ

た
意
識

形
態

と

し

て
の
称

己
主

義

。

そ

の
内

容
は

以
下

の
如

く

で
あ

る
。

ω

へ
ー
ゲ

ル
が
、
市

民
社

会

の
基
底

的
構

造
と

し

て
、
司

法
活

動

や
ポ
リ

ツ

ァ
イ

、
就
中

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
と

区

別
し

て
提
出

す

る

限
り

の

「
欲
望

の
体

系

」
は
、
そ

れ
が

、
欲

望

の
主

体
と

し

て

の

諸
偲

ん

(市

民
)
を

基
礎

に
、
彼

等

の
欲

望
充

足

に
於
げ

石

「
全

面

的
依

存

関
係
」
と

し

て
構

想

さ

れ
た
限

り

で
、
原

子
論

的
構

造
を

有

す

る
も

の
と

し

て
提
出

さ
れ

て
い
る
、
と

看

倣
し

得

る
。
其

処

で
成

り
立

つ
と

さ
れ

る
身
分
制

組
織

も
、
そ

れ
が
団
体

と

し

て
の
性
格
を

有
し

得

て
は

い
な

い
点

で
、
件

の
体

系

の
原
子
論

的
性

格
を

否
定
す
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る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

②
斯
様
な
構
造
の
裡
に
組
み
込
ま
れ
た
個
人
の
行
動
目
的
が
彼

の
欲
望
の
充
足
に
在
り
、
且
つ
、
そ
う
し
た
個
人
に
何
ら
か
の
普
遍

的
義
務
を
課
し
得
る
様
な
団
体
は
存
在
し
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
る

限
り
、
そ
の
個
人
の
裡
に
存
在
し
得
る
も
の
が
、
全
◇
朴
已
的
か
行

も

し

も

も

も

エ

ニ

　

ソ

動

及
び

「
利
己

心
」
に
過

ぎ
な

い
こ
と
は

既

に
明

ら
か

で
あ

る
。
確

か

に
、
個
人

の
行
動

を
彼

の
意

識

の
背

後

か
ら
支

配
す

る
普
遍

的
法

則

の
存

在

は
認

め

ら

れ
て

い
る
。
然

し

、
そ

の
意

識

に
即

し

て
見

る

限
り

、
其

処

に
は

如
何

な

る
普

遍

的

・共

同

的
目
的

も
見

出

し
得

な

い
、
と
云

う

こ
と
も

へ
ー

ゲ

ル
は

認

め
る

。
即
ち

、
意

識

の
上

で
は

個
人

は
何

処
ま

で
も
自

己
保
存
を

目
指
す

一
個

の
利

己
的
な
原

子
と

し

て
振

る
舞
う

、
と
見

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る

。
其
処

に
成

立
す

る

人

間

の
理
解

は

明
ら

か

に
ホ

モ

・
エ

コ
ノ

ミ
ク

ス
と

し

て

の
そ

れ
で

な
ニ
　

あ

る
。

処

で
、
へ
ー

ゲ

ル
は

、
斯

様

な
人

間
像

が
人
倫

の
理
念

と
は
相

容

れ
な

い
も

の

で
あ

る
、
と

考
え

る

。
例
え
ば

一
八

一
九
/

二
〇
年

度

冬

学
期

講
義

で
は
、
次

の
様

に

云
わ

れ
る

。
「
個

人

が
、
斯
様

な
利

己
主
義

の
裡

に
留
ま

る

こ
と

な
く
、
同
時

に
、
共
同

的

な
も

の
を
気

　ニ
ニ
　

に
掛

け

る
よ
う

に

な

る
事

こ
そ
、
人
倫

の
関

心
事

で
あ

る
」
。
然

し

、

問
題

は
、
そ

の

「
共

同
的

な
も

の
」
が
何

を
指

示
す

る
か

で
あ

る
。

直
接

的

に
は
勿

論

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ
ー

ン
を
指

示

す

る
。
然

し
、
究

極
的

に
は
其

は
国

家
を
指

示
す

る
も

の
と

理
解

し
得

る
。
そ
う

し

た

彼

の
問

題
意
識

は
例
え
ば

一
八

二
二
/

二
三
年

度
冬
学

期
講
義

に
於

け

る
次

の

テ
キ

ス
ト

か
ら
も

窺

い
得

る
。

「
利

己
主

義

(利

己
心

)

に
は

無
秩

序

が
全

く
相

応
し

い
。
そ
れ

に
対

し

て
、
本

来

の
国

家
そ

の
も

の

に
在

っ
て

は

、

何

事

も

無

秩

序

で
あ

っ
て

は

な

ら

な

　
ニ

　ニ
ソ

も

も

た

カ

も

も

も

も

も

も

う

も

し

も

ヤ

い

、
…

」

即

ち

、

市

民

の

、

ホ

モ

・
エ

コ

ノ

ミ

ク

ス
と

し

て

の

脊

か
方

、
莇

ば
寧

ひ
、
ぞ

0
精
神

臨
原

理

が
ん
倫

国
家

の
珪
念

か
⑤

は
許

容

し
難

い
も

の
で
あ

る
、
と

云
う
事

態

こ
そ

へ
ー

ゲ
ル

の
問
題

と

す

る
処

に
他

な

ら
な

い
。

そ

の
意

味

で
、

彼

は
、
資

本

主
義

の

エ
ー
ト

ス
が
国
家

の
理
念

を
脅

か
す
可
能

性
を
秘

め

て
い
る
事

を
洞

察

し

て

い
る
、
と

も

云

い
得
る

で
あ

ろ
う

。
と

す

れ
ば
、
彼

の
思
想

的
努

力
は

、
当

然
、
そ

の
克

服

の
可
能

性

を
探

求
す

る
処

に
向

け

ら

れ

る
こ
と

に
な

る

。
蓋

し
、
そ

の
成

否

に
、
彼

の
人
倫

の
理
想

全
体

の
成

否

が
懸

か

っ
て
く

る
か

ら
で
あ

る

。

其
処

で

へ
ー
ゲ

ル

の
採

っ
た
戦

略
は

、

そ

の
利

己
主
義

の
基
礎

に
在

る
原
子

論
的

社

会
構

造
を

有
機

体

論

的
な

も

の

へ
変

革

す

る

事

、
具

体
的

に
云
え
ば

、
「
欲

望

の
体
系

」
ど

し

で
0
経
済

ひ
ゐ

テ
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ム

の
裡

に
団
体
的

構

造
を
導

入

す

る
事

で
あ

っ
た
。
そ

の
際

、
団
体

と

は

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
の
こ
と

で
あ
り

、
団
体

的
構
造

の
導

入

と

は
、
従

っ
て
、
諸
個

人
を

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
の
裡

に
そ

の
成

員

と
し

て
組

み
込

む
事

を
意

味

し
た

。
其
処

で
は
、
経

済

シ

ス

テ
ム

は

、
各

コ
ル

ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
を

単
位

と

し

て
成

立

し
、
各

個

人

は

、
帰
属
す

る

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
に
於

け
る
共

同
管

理
乃
至

団

体
自

治

に
服

属
す

る
こ
と
を
通

し

て
其

の
経

済
活
動

を
営
む

こ
と

に

な

る

(
尚
、
へ
ー
ゲ

ル
は

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ

ー

ン
を

政
治
的

な
意

味

に
於

け

る
単
位

と

し

て
も
位

置
付

け

る
。
こ

の
点

に
就

い
て
は
、
別

の
機

会

に
論
ず

る
予
定

)
。

然

し
、
そ
う

し
た

戦
略

は
、

一
体
何

処

で
、
先

に
示

し
た

彼

の
問

題
と

結
び
付
く

の
か
?
そ

の
結

び
付

き
を

可
能

に
す

る
根

拠
は

恐
ら

く

二

つ
有

る
。
即

ち
、

一
つ
は
、
既

に
指

摘
し
た

イ

デ
オ

ロ
ギ

i
論

的

な
考
え

方

で
あ

り

、
も

う

一
つ
は

、
恐

ら
く

、

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ

オ

ー

ン
を

ミ

ク

ロ
国

家
と

見

る
、

中

世
的

な

団
体
主

義

思
想

で
あ

る

。
就
中

、
後

者

は
、
へ
ー
ゲ

ル

の

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
論

の
本

質

を

理
解
す

る

上
か
ら

極
め

て
重

要
な
点

で
あ

り
、
例

え
ば

一
八

二

四
/

二
五
年
度
冬

学
期
講

義
に
於

け
る
次

の

テ
キ

ス
ト
の
裡

で
も

顕

在

的

に
確

認

し
得

る
。
「
コ

ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
と
国

家
と

は
本

来

　ニ
ロ
ソ

等

し

い
、
…

」

処

で
、
此

等

の
思
想

に
基

づ

き

つ

つ
、

へ
ー

ゲ

ル
の

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ

ー

ン
論

を
貫

く

主

要

モ
チ

ー

フ

(
「
ブ

ル

ジ

ョ
ワ
の
意
識

の
裡

に
国

家

の
存
在

を
取

り
戻

す
」
)
を

再
構

成
す

れ
ば

、
次

の
様

に
な

る

で
あ

ろ
う

。
即
ち

、
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
を

コ
ル
ポ

ラ

ツ

ィ
オ
ー

ン
に
組

織
し

、
そ

の
裡

で
、
そ
う

し
た

団
体

的

な
構
造

に
適
合

歩

み
意

識
を

泌
養

歩
都

ご
ど

が
出
来

を

を
ら
ば

、
ひ
か
茄

テ

ツ
ィ
オ

ー

ン
と

国
家

と

の
間

に
成
立

す

る
構

造
的

な
同
質

性

の
故

に
、
其
処

で
跡

時

に
、
国

家

に
適
合
歩

る
意
識
を

か

瀞
養

か

み

ご
ど

が
出

来

る
筈

で
あ

る

。
詰
ま

り

、
共
通

の
職

業

的
利

害

関
係

に
在

る

者

が
共

通

利
益

の
為

に
共

同
管

理
を
行

う
事

、
即
ち

、
経

済
的

な
意

味

に
於

け

る
団
体

自
治

は

、
(其

処

に
同
時

に
政

治

的

な
意
義

を
賦

与

せ

ら

れ
る

こ
と

に
依

っ
て
)
国

家

の
統
治

、
或

は
端

的

に
国

家

の

意

義
を

市

民

が
学
習

す

る
場

所

、
学

校
と

な

り
得

る
、
換

言
す

れ

ば

、
ブ

か
ジ

部
チ

0
経

済
油

跡

ば
、
ぞ
か

が
脊
機

体

論
的

・
団
体

論

的

に
組

織
化

さ

れ
る

な
ら
ば

、
そ
れ
自

体

が
、
既

に
同
時

に
、
シ
ト

弘

罫
不

亦
払
の
養
応
ど

一η
が

政
治

教
脊

的
か
意

義
を

存

レ
得

み

(経

済

は

そ

の
意

味

で
政

治

へ
と
連

続

し
た

も

の
と

な

る
)
、
此

こ
そ
、

へ
ー

ゲ

ル

の

コ
ル

ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー

ン
論

を

貫

く
最

も
根

本

的

な

モ

チ
!

フ
な

の

で
あ

っ
た

。
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斯
様

な

思
想

は
多

く

の

テ
キ

ス
ト

の
裡

で
確

認
し

得

る

が
、
此

処

で
は
代

表
的

な
も

の
だ
け

を
挙
げ

る
に
留

め
る

。
即
ち

、
一
八

一

七
/

一
八
年
度

冬
学

期

講
義

か
ら

は
、
「
一
般
的

な
愛

国
心

が
存
在(二

五
}

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
が
、

[そ

れ
は

]

団
体
精

神

か
ら

生
ず

る
」

(第

=
二
二
節

)
。
「
彼

[市

民
]
は

、
自
ら

の

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ

ー

　ニ
　
　

ン
の
裡

で

国
家
を

見
出

す
」
(第

一
四

一
節

)
。

一
八

二
〇
年

の

「
法

哲
学

」
か

ら
は

、
「
コ
ル

ポ

ラ
ツ

ィ
オ
ー

ン
精

神

は
、
そ

れ
自
身

の

裡

で
同

時

に
、
国

家

の
精
神

へ
転

化

す
る

、
…

。
此
事

の
裡

に

　ニ
セ
　

市

民

の
愛

国
心

の
秘
密

が
在

る
、
・
:

」

(第

二
八
九
節

)
等

々
。

斯

く

て
、

へ
ー
ゲ

ル
の
構
想

す

る

コ
ル
ポ

ラ
ツ

ィ
オ

ー

ン
の
本

来

的

を
使

命
が

、
市

昆

(
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
)
を

国
昆

(
シ
ト

弘

亦
小

弥

ン
)

へ
と

淘

冶
す

る
処

に
在

る
事

、
そ

し

て
、

そ

の
淘

冶

の
核

心

が
、
ホ

モ

・
エ
コ
ノ

ミ
ク

ス
の
利

己
主
義

を
克

服
す

る
処

に
在

る
事

は
、
充

分

な
説

得
力

を

以

て
明

ら

か

に
し
得

た
、
と

確
信

す

る
。
そ

の
見
地

か
ら
す

れ
ば
、
一
八

一
九
/

二
〇
年

度
冬
学

期

講
義

に
於
け

る
次

の

テ
キ

ス
ト

に
は

意
義
深

い
も

の
が
有
る
、
と
云

わ
ね
ば

な

ら

な

い
。
「
コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ

オ
ー

ン
の
裡

で
は
富

の
堕

落

が
取

り
除

か

(二
八
)

れ

て

い

る

」
。

結
語

我

々
の
考
察

の
結
論

は

、
次

の
様

に
整

理
す

る
事

も

出

来
る

で

あ

ろ
う

。
即
ち

、

へ
ー

ゲ

ル
ば
、
人
倫

国
家

の
理
念

の
見
地

か
ら
、

彼

の
理

解

し
得

た
限

り

の
近

代
的

[国
民

]

経
済

シ
ス

テ

ム
た

る

「
欲
望

の
体

系
」

の
裡

に
、
異

な

っ
た

レ
ヴ

ェ
ル

の
二

つ
の
問

題
を

認

め

、
各

々
に
対

し

て
異

質

の
解
決

策
を

提

示
し

た
、
と

。
先
ず

、

貧

困
問

題

に
就

い
て
は
、
彼

は
其
を

、
ポ

リ

ツ

ァ
イ

(即

ち

国
家
)

[
の
販
路
確

保

11
貿

易
と

植

民
]

に
依

っ
て
解

決

す

べ
き

で
あ
り

、

又
解
決

し
得

る
問

題
と

し

て
、

換
言

す

れ
ば

、

上

か
む

の
管

理

に

依

っ
て
解
決

さ

れ

る
問
題

と
し

て
位

置
付

け
た

。
此

に
対

し

て
、
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
の
意
識

一
般

に
於
け

る
利
己

主
義

(国
家

に
対

す

る
意
識

上

の
係

わ
り

の
喪
失

)
の
問

題

に
就

い

て
は

、
「
欲

望

の
体

系

」
の

構
造
其

者

の
有
機
体

論
的

・団

体
論

的
改
変

を
要

求
す

る
問

題
と

し

て
、
換
言

す

れ
ば

、
下

か
ら

の
構
造
変

革
を
侯

っ
て
初

め

て
解
決

し

得

る
問

題
と

し

て
位

置
付

け

た
、
と

。
我

々
は
、
斯

様

な
区

別
を

明

確

に
す

る
事

が

、
へ
ー
ゲ

ル
の

コ
ル
ポ

ラ

ツ
ィ
オ

ー
ン
論

の
真
意

を

理

解
す

る
上

で
絶
対
的

に
不

可
欠

で
あ

る
、
と
確

信
す

る
も

の
で
あ

る
。
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(
一
)
此
処
で
筆
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
就
中
、
そ
の
極
め
て
優
れ

た
注
解
に
依

っ
て
我
が
国
の
研
究
者
に
多
大
な
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
赤
澤

正
敏
他
訳

「法
の
哲
学
」
に
示
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
然
し
、
同
時
に
、
最
近

下
記
の
著
作
に
於
て
提
出
さ
れ
た
解
釈
に
対
す
る
批
判
を
も
意
図
し
て
い
る
。

ロロ
."
国
匿

p
F
寒
恥
亀
魯

象
§
§

』
。「=
戸
這
8
.

(二
)
拙
稿

「人
倫
国
家
と
貧
困
ー

へ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会
論
に
対
す
る
シ

ス
モ
ン
デ
ィ
過
剰
生
産
論

の
影
響
1

」
京
都

へ
ー
ゲ
ル
讃
書
會
編

「
へ
ー
ゲ

ル
學

報

」

第

二

号

、

一
九

九

二
年

、

八

二

頁

以

下

。

(
三
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冒
§

鱒

隔
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S
馬
韓

偽
奪
q

ミ

、鳶

9
ミ

防
ミ
帯
電
■
刈
b
α
.

一
〇Q
一み

や
U
O
go
箪

q

.
Z

≦

舘
N
集

-
§

穐
浄

ミ
駐

潮
穿

壽

潮
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∋
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(五
)
上

掲
拙

稿
第

四
章
参
照

。
尚
、

同
稿
註

3
7
に
指
摘

し
た
如

く
、

シ

ス
モ
ン
デ
ィ
か
ら

の
影
響

は
、
"
∩
匿
呈

超

に
依

っ
て
早

く
か
ら
、
そ

の
可

能

性
が
推

測

さ
れ
て

い
た

。

<
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国
ヤ
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■
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蒙
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∩
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〇
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冨
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Q
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3
0
5
9
コ
ま
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ぎ

0
9

一巴
0
5
ヨ
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色
蕾
5
二
〇
「
犀
o
§

o
戸

昌

昌

O

.
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.
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.
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巨

匡

F

・。
o
冨

9

「
ε

鰍o
>
藷
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蚕

0
7
募

o。
自
o
o
7
0
貯
o
「
偉
冨

「
σ
o
旨

窪

鴇
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0
a

窪

ヨ
胃
b口
。箋
島

羅

巻

ぎ
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ヨ
ヨ
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窪

寄

噂
=
oロ
コ
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[以
下

の
引

用

に
際

し

て
は
、
右

の
著

作
を

召

.と

略
記
す

る
。]

右

の
引

用
文
中

の
傍

線
部

分
は
、
市

場
に
対
す

る
経

済
政
策

的
な
介

入
が
、

何

処
迄
も

、
市
場

の
有
す

る
自

動
的
な

(生

産
と
消
費

の
間

の
)
均
衡
回
復
機

能

に
対
す

る
巨
視
的

な
(も
∋
O
§

9
..)信
頼
を
前
提

し

て
お
り

、
そ
れ

に
対

す

る
補

足

乃
至
調
整

と

し
て
位

置
付

け
ら

れ
て

い
た
事

を

示
す
、

と
解
釈

で
き

る
。
更

に
、
以

下
の

テ
キ

ス
ト

に
於

け
る
傍
線

部
分
も

、
同
様

の
信
頼

の
前
提

を
含
意

す

る
も

の
と
看

徹
し
得

る

で
あ

ろ
う

。

回三
α
.
ω
.$
Qo
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昌
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N①
コ
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N
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ヨ
富
血
O
「
ヨ
㌔
.

但

し

、
そ

う

し

た

均

衡

回

復

の

メ
カ

ニ
ズ

ム

に
就

い

て
、

へ
ー

ゲ

ル

が
多

少

と

も

経

済

学

的

な

理

解

を

得

て

い

る

証

拠

は
認

め

ら

れ

な

い
様

に
思

わ

れ

る

。

(
七

)

O
.≦

.男
=
o
o。
o
F
℃
ミ
§

§

ひ
縫

瀞

隔
勘
馬
鼻

登

3

ロ
春

二
9
ヨ

ζ
巴
コ
■
這

田

、

ψ
P
8

"
;
〉
亀

紆
「
墜

O
o
ヨ

留

冨

冨

一
9
0
琴

鴨
「
=
o
冨

O
o
切
o
=
。。
o
藝

α
o
コ
〉
ロ
切
窟
ロ
0
7

睾

島
o
O
o
5
霧

㎝o
崖

9

僅
富

5
h

ら

O
噛o
器

ぎ
器
ヨ

切
a

罫

冒
Q
o
邑

σ。
o
一〇
凶器

巳

コ
匹
o
「

〉
「ρ
匹
ら

島
o
即
a

鼻

且
8

0
コ
ロ
o
「肋
o
一冨

コ
<
8

α
o
「
σq
o
ま

二
〇q
g

】W
o
切
o
匿

R
o
弓

o
一一
F

O
oq
F
㎝
ヨ
α
...

[同
様

、
右

の
講
義

録
を

召

.と
略
記
す

る
。
〕

(八
)
Z
・≦
霧
N。昇
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ω
一R

(九
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ミ
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o
ミ
§
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巳

o
戸

一
雲

■
,
一
.

以
上

の
点

に
就

い
て

は
、
次

の
著
作

に
負
う

て

い
る
。
吉
信
粛

「古
典
派

貿

易
理
論

の
展
開
」

同
文
館

、

一
九
九

一
年
、
第

-
部
第

1
章
。

(
一
〇
)
〉
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穿
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討
営
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ξ
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∂
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や
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P

(大
内
兵
衛
他
訳

「諸
国
民
の
富
」
岩
波
書
店
、

一
九
六
九
年
、
六
六
八
頁
。)

(
一

一
)

召

・
¢
§

.

(
一
二
)

O
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≦

・
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期
o
鵬
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r
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鳶
簑

嵩
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窪
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ひ
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N
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O
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.

[同
様

、
右

の
講
義
録

を

刀
一■
と
略

記
す

る
。]

尚
、
上

掲
拙
稿
第

三
章
参
照

。
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(
=
二
)
ξ置

=
豊

飛
.一
ギ
リ

シ
ア
に
於

け
る
植
民

の
性
格

を
規

定
す

る
と
云

う
文
脈

で
、

「歴
史
哲
学

講
義
』

に
於

て
導
入

さ
れ
た
概
念

。
然
し
、
多

く

の

解
釈
者

は
、
そ

の
文
脈

を
無

視
し

て
、
此
を

、
「現
代

」

に
於

て
植
民

の
果
た

し
得

る
役
割

に
対

す
る

へ
ー
ゲ

ル
自
身

の
評
価

を
も
規
定

す

る
概
念

と
見

る
。
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一
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昌
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。
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刀
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昌
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竃
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(
一
九

)

上
掲

の
邦

訳

は

、

ポ

リ

ツ

ァ

イ

を

「
市

民

社

会

の
自

治

」

(四

六

一

頁

、

註

(
1

)

及

び

、

五

四

五
頁

、

註

(
2

)
)

に
委

ね

ら

れ

た
事

柄

と

し

て

理

解

し

て

お

り

、
此

点

は

、
冒

頭

に
提

示

し

た

解

釈

と

密

接

な

関

係

を

有

す

る

と

思

わ

れ

る

が

、
そ

の

理

解

は

根

本

的

に

誤

っ
て

い

る
。
以

下

の

テ

キ

ス
ト

か

ら

も

、

そ

の
点

は
明

白

で

あ

る

。
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滞

O
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抑

々
、
国
民
経
済

の
経
営

が
、
自
治

団
体

(「市
民

社
会

の
自

治
」
の
主

体
)

の
視
野
と
能

力
と
を

既

に
越
え

出
た
問

題

で
あ

る
事

は
明
白

で
あ

る
。
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冨
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.

此

の
概
念

が

「ホ

モ

・
エ
コ
ノ

ミ
ク

ス
」
概
念

の
中
核

を
成

す
点

に
就

い
て

は
、
次
註

に
挙
げ

る
著

作
を

参
照

。
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記
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。
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此

テ
キ

ス

ト

は

、
へ
ー

ゲ

ル

の

国

家

概

念

を

貫

く

一
つ

の
極

め

て

重

要

な

モ

チ

ー

フ

の
存

在

を

示

唆

す

る

も

の

で

あ

る

。
我

々

の
研

究

は
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根

本

的

に

、
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の

解
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を

目
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る
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Ober den Begriff der Erfahrung bei Kant

Shigeru FUKUTANI

   Der Begriff Erfahrung gehort ohne Zweifel zu den bedeutsamsten Grundbegriffen 

der kantischen Philosophic. Doch hater innerhalb der Kant-Interpretation im allgememen 

nicht die Beachtung gefunden, die ihm gebuhrt. Will man wissen, welche Wirklichkeit 

Kant mit diesem Begriff begreift, muB man, enter Berucksichtigung des ihm 

vorausgesetzten Verstandnisses, seine Aussagen selbst auf die Sache kin befragen. In 

solchem Sinn wendet der Verfasser seine Aufmerksamkeit dem sogenannten ,Paradoxon 

des inkongruenten Gegenstuckes" zu. Aufgrund cingehender Analyse behauptet er seine 

Grundthese, daB wires bei dem Begriff Erfahrung nicht mit sinnlichen Wahmehmungen, 

sondern mit dem vemunftbezogenen, fief wirkenden Phanomen zu tun haben, fur weiches 

der Begriff der,,moglichen Erfahrung" eine wahrhafte Weiterfuhrung darstellt.

Hegels Lehre von der Korporation 
- Sein Versuch einer korporativen Reform 

   der btirgerlichen Gesellschaft -

Akira HAYASE

   Die vorliegende Abhandlung zielt darauf ab festzustellen, wo die eigentliche Aufgabe 

der Korporationslehre, wie sic Hegel in seinem rechtsphilosophischen Werk von 1820 

durchgefuhrt hat, in Wirklichkeit liegt. Unserer Meinung nach sind so viele interpretative 

Bemuhungen fehlgeschlagen, weil sic Hegels Behandlung des Armutproblems falsch 

interpretieren. Hier wird aber eine bis jetzt vollig vernachlassigte Frage gestellt, namlich 

ob seine korporative Konzeption uberhaupt mit dem Problem des Pauperismus in 

wesentlicher Verbindung stehe. 

   Aufgrund der entwicklungsgeschichtlichen Rekonstruktion von Hegels Erkenntnis 

des Marktmechanismus emerseits, and dessen Vergleich mit den Theorien von Adam 

Smith fiber den Uberseehandel and die Kolonisation andererseits, ist zu verifizieren, 

daB eine soziale MaBnahme gegen die Verarmung nicht im Wesen des Hegelschen 

Konzepts der Korporation liegt. Es scheint uns vielmehr eine Aufgabe der politischen 

Bildung zu sein: die Uberwindung der egoistischen, i.e. der unpolitischen Gesinnung 

des Burgers als homo oeconomicus. Aus dem bourgeois soil der citoyen werden, wozu 

jener aber korporativ organisiert sein will -- dies ist sicker die Grundidee seiner Lehre. 
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